
平成３０年度の狩猟免許試験の日程は４月中旬頃発表の予定です 

 あなたも「森の番人」になりませんか 

 
野生鳥獣による農林業被害は増加傾向が続き依然深刻な状況です 

⇒平成28年度の県内農林業被害額は7億4千3百万円となっています 

狩猟者は、野生鳥獣の生息数や生育範囲を適正に保ち、私たちの
暮らしの安全を守る「森の番人」として重要な役割を果たしてい
ます 

捕獲の担い手である狩猟者は減少を続けてきており、高齢化も

進んでいます 

栃木県県東環境森林事務所 環境企画課 ℡ 0285-81-9001 

実際の狩猟の様子や狩猟免許取得の解説などをぜひ御覧ください 

  「君も森の番人になろう～とちぎの自然と共に生きる～」 

    http://www.videog.jp/player/ik8mg_G6VQpf 
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